
志布志市「かごしま出会いサポートセンター」登録支援補助金交 

付要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、市内の若者の積極的な結婚活動を支援するため、予算の

範囲内において志布志市「かごしま出会いサポートセンター」登録支援補助

金（以下「補助金」という。）を交付することについて、志布志市補助金等

交付規則（平成18年志布志市規則第38号）に定めのあるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 独身者 有配偶者以外の者で、未婚、離別及び死別者をいう。 

⑵ センター かごしま出会いサポートセンターをいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する令和６年１月１日から同

年12月31日までにセンターへ会員登録を行う独身者で、センターの面談実施

日に20歳以上39歳以下の者及びセンターの初回の更新を行う者とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める費用とする。 

⑴ センターの入会登録料 全額 

⑵ センターの初回更新料 5,000円 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、志

布志市「かごしま出会いサポートセンター」登録支援補助金交付申請書兼実

績報告書（様式第１号。次条において「交付申請書」という。）及び誓約書

（様式第２号）に、次の各号に定める書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

⑴ 住民票の写し 

⑵ 入会登録料又は初回更新料の領収書の写し又はそれに代わるものとして

市長が認めるもの 

（補助金の交付決定及び確定） 

第６条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を

交付することが適当であると認めるときは、速やかに当該補助金の交付を決

定し、及び交付すべき補助金の額を確定し、その旨を志布志市「かごしま出



会いサポートセンター」登録支援補助金交付決定通知書兼確定通知書（様式

第３号。次条において「決定等通知書」という。）により、当該交付申請者

に通知するものとする。 

 （補助金の交付の請求） 

第７条 決定等通知書の交付を受けた者（次条において「交付確定者」という。）

が補助金の交付を請求しようとするときは、志布志市「かごしま出会いサポ

ートセンター」登録支援補助金請求書（様式第４号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 （返還） 

第８条 市長は、交付確定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受

けたと認められるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させる

ものとする。 

 （その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 


